
編集後記

信州大学法学論集第20号において，研究ノートが２本，随想が１本，研究

報告が１本掲載されました。合計４本で民法，EU法，刑法の分野でした。

今後も多くの論考を提出していただき，法学論集が充実することを期待して

います。

平成23年度から法律学研究会において民法（債権法）の改正に関する研究

を行うことにいたしました。５月，６月，７月，10月，11月の研究会の開催

は前々号，前号で報告しましたので，それ以降の報告をいたします。平成24

年１月24日に第６回民法（債権法）の改正に関する法律学研究会を開催しま

した。そのテーマは「法律行為に関する通則，意思能力，意思表示」で，神

戸美佳特任教授・弁護士が報告いたしました。２月28日に第７回民法（債権

法）の改正に関する法律学研究会を開催しました。そのテーマは「消費者と

事業者に関する規定」で，経済学部の長瀬一治教授が報告いたしました。３

月13日に第８回民法（債権法）の改正に関する法律学研究会を開催しました。

そのテーマは「雇用」で，経済学部の富永晃一准教授が報告いたしました。

外部の講師を招いたFD研修会が平成24年１月27日に開催されました。講

師は早稲田大学大学院法務研究科の後藤巻則教授で，そのテーマは「消費者

法の現代的課題と将来への展望」でした。法科大学院や経済学部の教員だけ

でなく，学生も参加した意義深い研修会になりました。

FD・紀要委員会

角田光隆，神戸美佳

【追記】

本年５月１日より，本法学論集関係業務につき新しく発足した紀要・研究

委員会（研究・紀要チーム）の後藤泰一・遠藤功・相馬弘昭の３名が引き継

ぎました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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